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特殊索道事業運送約款 

 

（適用範囲） 

第１条 当社の経営する特殊索道事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところ

により、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣

習によります。 

２ 当社がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一

部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によりま

す。 

（係員の指示） 

第２条 旅客は、当社の係員が運送の安全確保と秩序維持のために行う職務上の指示に従

わなければなりません。 

（運送の引受け） 

第３条 当社は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合及び第５条の規

定により運送を制限する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。 

（運送の引受け及び継続の拒絶） 

第４条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶

します。 

（１）当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。 

（２）当該運送に適する設備がないとき。 

（３）当該運送に関し、申込者から、当社で対応できない特別な負担を求められたとき。 

（４）当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。 

（５）天災その他やむを得ない事由により運送上の支障があるとき。 

（６）旅客が係員の指示に従わないとき。 

（７）旅客が索道施設に関する技術上の基準を定める省令（昭和６２年運輸省令第１６

号）第４０条 1項に規定する物品を所持するとき。 

（８）旅客が泥酔した者又は監護者に伴われていない小児等であって、運送上の安全を

期し難いと認められるとき。 

（９）旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法

律第１１４号）による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若し

くは指定感染症（入院を必要とするものに限る。）の患者（疑似症患者及び無症状

病原体保有者を含む。）又は新感染症の所見のある者であるとき。 

（10）前各号に掲げるもののほか、正当な事由があるとき。 

（運送の制限等） 

第５条 当社は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合又は当社の

都合により、全部又は一部の索道の運送を制限又は停止することがあります。 
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２ 当社は、前項の規定による制限又は停止をする場合には、あらかじめ、その旨を関係

の営業所その他の事業所（以下「営業所等」という。）及び当該索道の停留場に掲示しま

す。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。 

（運転開始時刻等） 

第６条 運転開始及び終了時刻は、別に定め、営業所等及び当該索道の停留場に掲示しま

す。 

２ 運転開始及び終了時刻は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場

合には、変更されることがあります。 

（乗車券の所持） 

第７条 旅客は、乗車券を所持しなければ乗車できません。 

（乗車券の発売） 

第８条 当社は、乗車券を出札所等において発売します。 

（乗車券の効力） 

第９条 乗車券は、券面記載の条件により使用する場合に限りその効力を有します。 

２ 転売、転貸された乗車券又は旅客その他の者が偽造、変造した乗車券及び汚損はなは

だしく券面表示事項の判読困難となった乗車券は無効とします。 

３ 当社がその運賃を変更した場合、変更前において発売した乗車券は、その券面表示運

賃の額にかかわらず通用期間内は有効とします。 

 （割増運賃等） 

第１０条 当社は、旅客が次のいずれかに該当する場合には、所定の運賃額及びその２倍

の割増運賃の支払いを求めます。 

（１）乗車時に有効な乗車券を提示しない等で無賃乗車したとき。 

（２）転売、転貸された乗車券により乗車したとき。 

（３）偽造、変造した乗車券により乗車したとき。 

（乗車券の提示及び入鋏） 

第１１条 当社は、旅客の乗車時に乗車券の提示を求め、これを確認、入鋏又は回収しま

す。 

２ 旅客は、当社の係員が乗車券の点検のため、乗車券の提示を求めたとき又は提示され

た乗車券に入鋏しようとするときは、これを拒むことはできません。 

（運賃及び適用方法） 

第１２条 当社が旅客から収受する運賃、料金及びその適用方法は、営業所等又は出札所

に掲示した運賃、料金及び備付けの適用方法によります。 

（運転中止の場合の運送途中の旅客に対する取扱い） 

第１３条 天災その他やむを得ない事由により索道の運転を中止した場合には、運送途中

の旅客に対し、途中降車等の安全措置を講じ、運転再開後に当社の責任により必要な運

送継続の措置を行います。 
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（運賃の払戻し） 

第１４条 天災その他やむを得ない事由又は当社の責により索道の運転を中止した場合

には、別に定める規程により運賃の払戻しを行います。ただし、風、雨、雪、霧等によ

り、運送の安全確保のため一時的に運転を中止したときは、この限りでありません。 

（乗車券等の再発行） 

第１５条 当社は、旅客が乗車券を紛失した場合、乗車券の再発行をしません。ただし、

災害その他の事故によりその滅失の事実を証明する官公署発行の証明書を提出したと

きは、旅客の請求により原券と同一の効力を有する新券を発行します。 

（旅客の遵守すべき事項） 

第１６条 旅客は、索道の利用にあたって当社が定めて停留場等に掲示した利用上の注意

事項に従っていただきます。 

（旅客に対する責任） 

第１７条 当社は、当社の索道の運送によって、旅客の生命又は身体を害したときは、こ

れによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が索道の

運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでありません。 

２ 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、その損害が搬器に乗車中又は乗降

中に生じたものに限ります。 

３ 第１項の規定にかかわらず、当社は次の各号のいずれかに該当する場合には、責任を

負わないことがあります。 

（１）大規模な火災、震災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におい

て運送を行うとき。 

（２）運送に伴い通常生じる振動その他の事情により生命又は身体に重大な危険が及ぶお

それがある者の運送を行うとき。 

（手回品等に関する責任） 

第１８条 当社は、旅客の運送によって生じた、旅客の手回品及び着衣、メガネ、時計、

その他の身の回り品について滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じま

せん。ただし、その滅失又はき損について当社又は当社の係員に故意又は過失があった

ときは、この限りでありません。 

（異常気象時等における措置に関する責任） 

第１９条 当社は、天災その他当社の責に帰すことのできない事由により運送の安全確保

のため一時的に運転中止、その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害

を賠償する責に任じません。 

（旅客の責任） 

第２０条 当社は、旅客の故意若しくは過失により、又は旅客が法令若しくはこの運送約

款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、損害の賠

償を求めます。               ブランシュたかやまスキーリゾート 
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